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やしお市議会だより

7

本　会　議

本　会　議

総務文教常任委員会
建設水道常任委員会
福祉環境常任委員会
本 会 議 （一般質問）
本 会 議 （一般質問）
本 会 議 （一般質問）

開会、開議、会議録署名議員の指名、会期の決定、
諸報告、議案の上程及び提案理由の説明など

総括質疑（議案に対する質疑）、議案の委員会付託

本　会　議
委員会報告、質疑、討論、採決など、閉会

9月1日(木)

21日(水)

9日(金)

12日(月)

13日(火)

14日(水)

15日(木)

16日(金)

20日(火)

●平成28年第3回定例会（9月）の日程（案）●

※この定例会日程は予定ですので、変更する場合があります。

総務文教常任委員会
建設水道常任委員会
福祉環境常任委員会
本 会 議 （一般質問）
本 会 議 （一般質問）
本 会 議 （一般質問）

開会、開議、会議録署名議員の指名、会期の決定、
諸報告、議案の上程及び提案理由の説明など

総括質疑（議案に対する質疑）、議案の委員会付託

（本会議終了後）公共施設等調査特別委員会

本　会　議
委員会報告、質疑、討論、採決など、閉会

6月1日(水)

20日(月)

9日(木)

10日(金)

13日(月)

14日(火)

15日(水)

16日(木)

17日(金)

●平成28年第2回定例会（6月）の日程●

本　会　議

本　会　議

これらの
行為は全て
禁止です！

祭りへの寄附や
差し入れ

落成式・開店祝の
花輪

議員の代理で
出席する場合の
結婚祝・香典葬式の花輪、供花 お中元・お歳暮

卒業祝、入学祝

病気見舞い

町内会の集会や
旅行等の

催し物への寸志や
飲食物の差し入れ

    

祝
開
店

弔

地域の運動会や
スポーツ大会への
飲食物の差し入れ

　
選
挙
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
政

治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
寄
附
を

行
う
こ
と
は
、
名
義
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
特
定
の
場
合
を
除
い
て
一

切
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者

が
求
め
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
冠
婚

葬
祭
に
お
け
る
贈
答
な
ど
も
寄
附

に
な
る
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

「
贈
ら
な
い
」
「
求
め
な
い
」

「
受
け
取
ら
な
い
」
の
「
三
な
い

運
動
」
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
！

　
な
お
、
例
外
的
に
罰
せ
ら
れ
な

い
行
為
と
し
て
、
議
員
本
人
が
持

参
す
る
結
婚
式
の
お
祝
い
・
香
典

が
あ
り
ま
す
。

　
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議
員
か
ら
の
寄
附
は
、罰
則
を

も
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
!!

議
会
を
傍
聴
し
ま
し
ょ
う

●
本
会
議
の
傍
聴

　
一
般
席
の
傍
聴
人
の
定
員
は
42

人
で
す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
傍
聴
申
込
書
に
住
所
・
氏
名

を
記
入
し
、
傍
聴
者
入
口
か
ら
傍

聴
席
に
入
り
ま
す
。

　
定
員
を
超
え
た
場
合
、
入
場
を

一
時
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

●
委
員
会
の
傍
聴

　
委
員
会
を
傍
聴
で
き
る
人
数
は

10
人
ま
で
で
す
。

　
な
お
、
傍
聴
の
手
続
き
は
、
本

会
議
と
同
様
で
す
。

●
傍
聴
す
る
際
の
注
意
事
項

　
傍
聴
す
る
際
は
、
騒
ぎ
立
て
て

は
い
け
な
い
な
ど
、
傍
聴
規
則
を

守
り
ま
し
ょ
う
。

　
傍
聴
す
る
方
は
、
傍
聴
席
に
お

い
て
写
真
、
ビ
デ
オ
等
の
撮
影
ま

た
は
録
音
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

　
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
電
源
は
お
切
り
く
だ
さ
い
。

　
︻
平
成
28
第
2
回
定
例
会
の
傍

聴
者
数
54
名
︼

禁止されて
いる寄附（例）

　

本
会
議
及
び
委
員
会
は
、ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。定
例
会
は
年
４
回
開
か
れ
、次
回
は
９
月
１
日
に
開
会
予
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。傍
聴
は
、市
議
会
の
活
動
に
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
る

身
近
な
方
法
で
す
の
で
、ぜ
ひ
傍
聴
し
て
く
だ
さ
い
。

議場の傍聴席


